
 

 

 

国指定やんばる（安波）鳥獣保護区 
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平成２１年  月  日 

環境省 

 



１．国指定鳥獣保護区の概要 

（１）国指定鳥獣保護区の名称 

やんばる（安波）鳥獣保護区 

 

（２）国指定鳥獣保護区の区域   

沖縄県国頭郡国頭村所在民有林７６林班、７７林班、７８林班、７９林班及

び８０林班の区域及びこれらの各林班に囲まれる区域並びに同村字安波前田

原１９８、２１７、２１８、３６５、３６６、３６７、３６８、３６９、３７

０、３７１、３７２、３７３、３７４、３７５、３８９、３９３、３９４、３

９５、３９６、３９８、３９９、４００、４０１、４０４、４０５、４０６、

４０７、４０８、４０９、４１１、４１２、４１３、４１４、４１５、４１６、

４１７、４１８、４１９、４２０、４２１、４２２、４２３、４２４、４２５、

４２６及び４３６番地の区域 

 

（３）国指定鳥獣保護区の存続期間 

平成２１年１１月１日から平成４１年１０月３１日まで（２０年間） 

 

（４）国指定鳥獣保護区の指定区分 

希少鳥獣生息地の保護区 

 

（５）国指定鳥獣保護区の指定目的 

当該区域は、沖縄島の北部に位置し、安波ダムの湛水域中央部から北方の、

西側に安波川、東側に普久川が流れ、スダジイを中心とする亜熱帯常緑広葉樹

林が広がる区域である。 

このような自然環境を反映して、鳥類では絶滅のおそれのある野生動植物の

種の保存に関する法律（平成４年法律第７５号）に基づく国内希少野生動植物

種であり、環境省が作成したレッドリストに掲載された絶滅危惧ⅠＡ類のノグ

チゲラやヤンバルクイナ、絶滅危惧ⅠＢ類のホントウアカヒゲなどの希少鳥類

が生息している。 

また、哺乳類では、絶滅危惧ⅠＢ類であるオキナワコキクガシラコウモリや、

リュウキュウイノシシなどが生息している。 

このように、当該区域は、希少鳥獣の生息地として重要であることから、当

該区域を鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律（平成１４年法律第８８

号）第２８条第１項に規定する鳥獣保護区に指定し、当該区域に生息する希少

鳥獣の保護を図るものである。 



 

２．国指定鳥獣保護区の保護に関する指針 

（１）保護管理方針 

   １）鳥獣のモニタリング調査、現地巡視等を通じて、区域内の鳥獣の生息状況

の把握に努める。 

   ２）鳥獣の生息環境を脅かすような人の不用意な行為、ごみの散乱等による鳥

類の生息への影響を防止するため、現場の巡視、関係地方公共団体、ＮＰＯ、

地域住民等と連携した普及啓発活動等に取り組む。 

   ３）ジャワマングース等、在来種の生存を脅かす外来種の防除に取り組む。 

  



３．国指定鳥獣保護区の区域に編入しようとする土地の地目別面積及び水面の面積 

 

総面積 ４６５ha 

 

内訳 

ア 形態別内訳 

林野     ４０７ ha 

農耕地    １８ ha 

水面     ３７ ha 

その他      ３ ha  

 

イ 所有者別内訳 

国有地 －ha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地方公共団体有地  ４０５ha 

 

 

私有地等  ２３ha 

公有水面 ３７ha 

 

ウ 他の法令（条例を含む）による制限区域 

自然環境保全法による地域 －ha 

自然公園法による地域   －ha 

文化財保護法による地域   １ha 

（安波のタナガーグムイ植物群落） 

林野庁所管   －ha 

 

文部科学省所管 －ha 

国有林 

－ha 

 

 

 

国有林以外の国有地 －ha 

保安林     －ha 

 

砂防指定地 －ha 

 

その他     －ha 

制限林 －ha 

 

普通林 －ha 

都道府県有地    －ha 

 

市町村有地等  ４０５ha 

制限林地     －ha 

 

普通林地  ４０５ ha 



 

４．指定区域における鳥獣の生息状況 

（１）当該区域の概要 

     ア 国指定鳥獣保護区の位置 

当該区域は、沖縄県国頭郡国頭村字安波に位置し、安波ダムの湛水地域中

央部から北方の、西側は安波川、東側は普久川に囲まれた区域であり、集落

の一部を含む。 

 

   イ 地形、地質等 

当該区域の地形分類は、おおむね丘陵地一般斜面であり、丘頂緩斜面、段

丘を刻む谷、安波川沿いに谷底低地がある。また、一部に丘陵地急斜面、丘

腹・丘麓緩斜面、人工平坦地がある。 

表層土壌は、おおむね乾性黄色土壌であり、東部に細粒赤色土壌がある。

安波川沿いに中粗粒褐色低地土がある。 

表層地質は、おおむね名護層粘板岩・千枚岩・泥質片岩（始新世～白亜紀）

であり、中央部に国頭礫層（更新世）がある。 

 

   ウ 植物相の概要 

当該区域の植生は、主に亜熱帯常緑広葉樹のヤブツバキクラス域自然植生

であるオキナワシキミ－スダジイ群集が占め、その中にギョクシンカ－スダ

ジイ群集が広く点在するとともに、亜熱帯常緑針葉樹のリュウキュウマツ群

落が狭い帯状に数箇所分布している。南端には安波ダムがあり、河畔には二

次的に成立したリュウキュウチク群落が数箇所点在する。 

 

 

エ 動物相の概要 

当該区域は、鳥類ではヤンバルクイナ、ノグチゲラ、ホントウアカヒゲ、

カラスバト、カイツブリ、リュウキュウツミなど１１目２４科５６種が生息

している。 

哺乳類では、オリイオオコウモリ、オキナワコキクガシラコウモリ、リュ

ウキュウイノシシなど５目９科９種が生息している。 

爬虫類では、リュウキュウヤマガメ、クロイワトカゲモドキ、オキナワキ

ノボリトガゲ、バーバートカゲなど２目９科１２種が生息している。 

両生類では、イシカワガエル、ナミエガエルなど２目５科１２種が生息し

ている。 

 



昆虫類では、オキナワサナエ、オキナワコヤマトンボ、リュウキュウウラ

ボシシジミなど１１目８２科１９４種が生息している。 

 

（２）生息する鳥獣類  

別表のとおり 

 

（３）当該区域の農林水産物の被害状況 

平成１８年度 有害鳥獣捕獲許可件数 ３件 

平成１９年度 有害鳥獣捕獲許可件数 ９件 

平成２０年度 有害鳥獣捕獲許可件数 ９件 

 

５．鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第32条の規定による補償に関する事項 

当該区域において、法律第３２条に規定する損失を受けた者に対しては、通常生

ずべき損失を補償する。 

 

６．施設整備に関する事項 

（１）鳥獣保護区用制札      ６本 

（２）案 内 板           １基 

 

 


